
三重県公共工事共通仕様書 

平成２９年１１月 一部改正 

◆建設工事施工管理基準（案） P 1  ～  P 14 

◆写真管理基準（案）   P 15  ～  P 37 

三重県

新  旧  対  照  表 



建設工事施工管理基準（案） 建設工事施工管理基準（案）

７． その他 ７． その他

（１） 工事写真 （１） 工事写真

受注者は、工事写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成 受注者は、工事写真を施工管理の手段として、各工事の施工段階及び工事完成

後明視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真 後明視できない箇所の施工状況、出来形寸法、品質管理状況、工事中の災害写真

等を写真管理基準(案)により撮影し、適切な管理のもとに保管し、監督員の請求 等を写真管理基準(案)により撮影し、適切な管理のもとに保管し、監督員の請求

に対し速やかに提示するとともに、工事完成時に提出しなければならない。 に対し速やかに提示するとともに、工事完成時に提出しなければならない。

３次元データによる出来形管理

土工において、3次元データを用いた出来形管理を行う場合は、管理基準のほか、

「レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）」、「空中写真測量

（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）」、「無人航空機搭載型レー

ザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）」、「ＴＳを用いた出来形

管理要領（土工編）」、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領

（土工編）」または「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを用いた出来形管理要領（土工編）」の

規定によるものとする。

また、舗装工において、3次元データを用いた出来形管理を行う場合は、管理基準

のほか、「レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（舗装工事編）」、「ＴＳ

を用いた出来形管理要領（舗装工事編）」の規定によるものとする。

なお、ここでいう3次元データとは、工事目的物あるいは現地地形の形状を3次元

空間上に再現するために必要なデータである。

（２） 適用除外 適用除外

工事内容等により、本規格を適用することが不適当な場合は、特記仕様書に示す 工事内容等により、本規格を適用することが不適当な場合は、特記仕様書に示す

すものとする。 すものとする。

三重県公共工事共通仕様書（平成29年11月一部改正） 新旧対照表 【分冊２】

改正理由

この建設工事施工管理基準は、三重県公共工事共通仕様書第１編 1-1-28「施工管理」 この建設工事施工管理基準は、三重県公共工事共通仕様書第１編 1-1-28「施工管理」

に規定する建設工事の施工管理及び規格値の基準を定めたものである。 に規定する建設工事の施工管理及び規格値の基準を定めたものである。 

現 行 一 部 改 正

準拠する要領の
制定等に対応

（３）

〔１～６ 略〕 〔１～６ 略〕

（２）

1

※簡単な誤字の訂正、表現の統一、同内容の再掲、条ずれ等は省略。



単位：mm 単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

（新規）

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

（新規）

-54 -63 -8 -10

-54 -63 -8 -10

出来形管理基準

三重県公共工事共通仕様書（平成29年11月一部改正） 新旧対照表 【分冊２】

１

共

通

編

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

7

編 章 節

１

現 行 一 部 改 正

改正理由
測定項目

規 格 値

測 定 基 準 測 定 箇 所
個々の測定値

（Ｘ）
10個の測定値
の平均(X10)

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)
＊面管理の場
合は平均測定

値の平均

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘 要摘 要 編 章 節 条

厚さあるい
は標高較差

条 枝番 工 種 工 種 測定項目

規 格 値

枝番

ICT舗装に対応アスファルト舗装工

（下層路盤工）

（面管理の場合）

基準高▽

１

共

通

編

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

7 １１

共

通

編

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

7

１．３次元データによる出来形管理にお
いて「地上型レーザースキャナーを用い
た出来形管理要領（舗装工事編）」に
基づき出来形管理を実施する場合、その
他本基準に規定する計測精度・計測密
度を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全
ての点で標高値を算出する。計測密度は
１点／m2（平面投影面積当たり）以上と
する。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の
標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高
較差平均値＋設計厚さから求まる高さと
の差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗
装施工面積が2,000㎡以上とする。
小規模以下の工事とは、管理結果を施
工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合で、舗装施工面積が2,000㎡未満とす
る。

維持工事においては、平坦性の項目を
省略することが出来る。

ICT舗装に対応２

１．３次元データによる出来形管理にお
いて「地上型レーザースキャナーを用い
た出来形管理要領（舗装工事編）」に
基づき出来形管理を実施する場合、その
他本基準に規定する計測精度・計測密
度を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全
ての点で標高値を算出する。計測密度は
１点／m2（平面投影面積当たり）以上と
する。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の
標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高
較差平均値＋設計厚さから求まる高さと
の差とする。この場合、基準高の評価は
省略する。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗
装施工面積が2,000㎡以上とする。
小規模以下の工事とは、管理結果を施
工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合で、舗装施工面積が2,000㎡未満とす
る。

維持工事においては、平坦性の項目を
省略することが出来る。

１

共

通

編

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

7

アスファルト舗装工

（上層路盤工）
粒度調整路盤工

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

１

共

通

編

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

7 ２

ICT舗装に対応３ （新規） １

共

通

編

アスファルト舗装工

（上層路盤工）
セメント（石灰）
安定処理工

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理にお
いて「地上型レーザースキャナーを用い
た出来形管理要領（舗装工事編）」に
基づき出来形管理を実施する場合、その
他本基準に規定する計測精度・計測密
度を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全
ての点で標高値を算出する。計測密度は
１点／m2（平面投影面積当たり）以上と
する。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の
標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高
較差平均値＋設計厚さから求まる高さと
の差とする。

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

7 ３ 工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗
装施工面積が2,000㎡以上とする。
小規模以下の工事とは、管理結果を施
工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合で、舗装施工面積が2,000㎡未満とす
る。

維持工事においては、平坦性の項目を
省略することが出来る。

2

※共通仕様書では、「面管理の場合」をまとめて掲載。



単位：mm 単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

出来形管理基準

三重県公共工事共通仕様書（平成29年11月一部改正） 新旧対照表 【分冊２】

編 章 節

現 行 一 部 改 正

改正理由
測定項目

規 格 値

測 定 基 準 測 定 箇 所
個々の測定値

（Ｘ）
10個の測定値
の平均(X10)

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)
＊面管理の場
合は平均測定

値の平均

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘 要摘 要 編 章 節 条条 枝番 工 種 工 種 測定項目

規 格 値

枝番

-36 -45 -5 -7

-20 -25 -3 -4

ICT舗装に対応３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

7 ４ アスファルト舗装工

（加熱アスファルト安
定処理工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理にお
いて「地上型レーザースキャナーを用い
た出来形管理要領（舗装工事編）」に
基づき出来形管理を実施する場合、その
他本基準に規定する計測精度・計測密
度を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全
ての点で標高値を算出する。計測密度は
１点／m2（平面投影面積当たり）以上と
する。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の
標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高
較差平均値＋設計厚さから求まる高さと
の差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗
装施工面積が2,000㎡以上とする。
小規模以下の工事とは、管理結果を施
工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合で、舗装施工面積が2,000㎡未満とす
る。

維持工事においては、平坦性の項目を
省略することが出来る。

１

共

通

編

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

7 ４ （新規）

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗
装施工面積が2,000㎡以上とする。
小規模以下の工事とは、管理結果を施
工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合で、舗装施工面積が2,000㎡未満とす
る。

維持工事においては、平坦性の項目を
省略することが出来る。

１

共

通

編

ICT舗装に対応１

共

通

編

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

7 ５ （新規） アスファルト舗装工

（基層工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理にお
いて「地上型レーザースキャナーを用い
た出来形管理要領（舗装工事編）」に
基づき出来形管理を実施する場合、その
他本基準に規定する計測精度・計測密
度を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全
ての点で標高値を算出する。計測密度は
１点／m2（平面投影面積当たり）以上と
する。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の
標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高
較差平均値＋設計厚さから求まる高さと
の差とする。

7 ５３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

１

共

通

編

3



単位：mm 単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

出来形管理基準

三重県公共工事共通仕様書（平成29年11月一部改正） 新旧対照表 【分冊２】

編 章 節

現 行 一 部 改 正

改正理由
測定項目

規 格 値

測 定 基 準 測 定 箇 所
個々の測定値

（Ｘ）
10個の測定値
の平均(X10)

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)
＊面管理の場
合は平均測定

値の平均

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘 要摘 要 編 章 節 条条 枝番 工 種 工 種 測定項目

規 格 値

枝番

-17 -20 -2 -3

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

-54 -63 -8 -10

１．３次元データによる出来形管理にお
いて「地上型レーザースキャナーを用い
た出来形管理要領（舗装工事編）」に
基づき出来形管理を実施する場合、その
他本基準に規定する計測精度・計測密
度を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全
ての点で標高値を算出する。計測密度は
１点／m2（平面投影面積当たり）以上と
する。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の
標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高
較差平均値＋設計厚さから求まる高さと
の差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗
装施工面積が2,000㎡以上とする。
小規模以下の工事とは、管理結果を施
工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合で、舗装施工面積が2,000㎡未満とす
る。

維持工事においては、平坦性の項目を
省略することが出来る。

ICT舗装に対応３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

7 ６ アスファルト舗装工

（表層工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

１

共

通

編

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

8

平 坦 性 ―

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付き)
(σ)1.75mm以
下

１

共

通

編

１

共

通

編

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

7 ６ （新規）

ICT舗装に対応１ 半たわみ性舗装工

（下層路盤工）

（面管理の場合）

基準高▽
１．３次元データによる出来形管理にお
いて「地上型レーザースキャナーを用い
た出来形管理要領（舗装工事編）」に
基づき出来形管理を実施する場合、その
他本基準に規定する計測精度・計測密
度を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全
ての点で標高値を算出する。計測密度は
１点／m2（平面投影面積当たり）以上と
する。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の
標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高
較差平均値＋設計厚さから求まる高さと
の差とする。この場合、基準高の評価は
省略する。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗
装施工面積が2,000㎡以上とする。
小規模以下の工事とは、管理結果を施
工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合で、舗装施工面積が2,000㎡未満とす
る。

維持工事においては、平坦性の項目を
省略することが出来る。

１ （新規） １

共

通

編

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

8

厚さあるい
は標高較差

（新規） １．３次元データによる出来形管理にお
いて「地上型レーザースキャナーを用い
た出来形管理要領（舗装工事編）」に
基づき出来形管理を実施する場合、その
他本基準に規定する計測精度・計測密
度を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全
ての点で標高値を算出する。計測密度は
１点／m2（平面投影面積当たり）以上と
する。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の
標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高
較差平均値＋設計厚さから求まる高さと
の差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗
装施工面積が2,000㎡以上とする。
小規模以下の工事とは、管理結果を施
工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合で、舗装施工面積が2,000㎡未満とす
る。

維持工事においては、平坦性の項目を
省略することが出来る。

ICT舗装に対応３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

8 ２ 半たわみ性舗装工

（上層路盤工）
粒度調整路盤工

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

１

共

通

編

１

共

通

編

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

8 ２

4



単位：mm 単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

出来形管理基準

三重県公共工事共通仕様書（平成29年11月一部改正） 新旧対照表 【分冊２】

編 章 節

現 行 一 部 改 正

改正理由
測定項目

規 格 値

測 定 基 準 測 定 箇 所
個々の測定値

（Ｘ）
10個の測定値
の平均(X10)

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)
＊面管理の場
合は平均測定

値の平均

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘 要摘 要 編 章 節 条条 枝番 工 種 工 種 測定項目

規 格 値

枝番

-54 -63 -8 -10

-36 -45 -5 -7

-20 -25 -3 -4

１

共

通

編

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

8 ３ （新規）

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗
装施工面積が2,000㎡以上とする。
小規模以下の工事とは、管理結果を施
工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合で、舗装施工面積が2,000㎡未満とす
る。

維持工事においては、平坦性の項目を
省略することが出来る。

１

共

通

編

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

8

（新規）

３ 半たわみ性舗装工
（上層路盤工）

セメント（石灰）安定
処理工

（面管理の場合）

１

共

通

編

３

一

般

施

工

8 ５ （新規）

７

一

般

舗

装

工

8 ４ 半たわみ性舗装工

（加熱アスファルト安
定処理工）

（面管理の場合）

ICT舗装に対応厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理にお
いて「地上型レーザースキャナーを用い
た出来形管理要領（舗装工事編）」に
基づき出来形管理を実施する場合、その
他本基準に規定する計測精度・計測密
度を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全
ての点で標高値を算出する。計測密度は
１点／m2（平面投影面積当たり）以上と
する。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の
標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高
較差平均値＋設計厚さから求まる高さと
の差とする。

ICT舗装に対応厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理にお
いて「地上型レーザースキャナーを用い
た出来形管理要領（舗装工事編）」に
基づき出来形管理を実施する場合、その
他本基準に規定する計測精度・計測密
度を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全
ての点で標高値を算出する。計測密度は
１点／m2（平面投影面積当たり）以上と
する。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の
標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高
較差平均値＋設計厚さから求まる高さと
の差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗
装施工面積が2,000㎡以上とする。
小規模以下の工事とは、管理結果を施
工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合で、舗装施工面積が2,000㎡未満とす
る。

維持工事においては、平坦性の項目を
省略することが出来る。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗
装施工面積が2,000㎡以上とする。
小規模以下の工事とは、管理結果を施
工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合で、舗装施工面積が2,000㎡未満とす
る。

維持工事においては、平坦性の項目を
省略することが出来る。

ICT舗装に対応７

一

般

舗

装

工

8 ５

１

共

通

編

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

8 ４

半たわみ性舗装工

（基層工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理にお
いて「地上型レーザースキャナーを用い
た出来形管理要領（舗装工事編）」に
基づき出来形管理を実施する場合、その
他本基準に規定する計測精度・計測密
度を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全
ての点で標高値を算出する。計測密度は
１点／m2（平面投影面積当たり）以上と
する。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の
標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高
較差平均値＋設計厚さから求まる高さと
の差とする。

１

共

通

編

３

一

般

施

工

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

１

共

通

編

5



単位：mm 単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

出来形管理基準

三重県公共工事共通仕様書（平成29年11月一部改正） 新旧対照表 【分冊２】

編 章 節

現 行 一 部 改 正

改正理由
測定項目

規 格 値

測 定 基 準 測 定 箇 所
個々の測定値

（Ｘ）
10個の測定値
の平均(X10)

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)
＊面管理の場
合は平均測定

値の平均

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘 要摘 要 編 章 節 条条 枝番 工 種 工 種 測定項目

規 格 値

枝番

-17 -20 -2 -3

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

±90 ±90
＋40
－15

＋50
－15

-54 -63 -8 -10

１

共

通

編

平 坦 性 ―

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付き)
(σ)1.75mm以
下

ICT舗装に対応厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理にお
いて「地上型レーザースキャナーを用い
た出来形管理要領（舗装工事編）」に
基づき出来形管理を実施する場合、その
他本基準に規定する計測精度・計測密
度を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全
ての点で標高値を算出する。計測密度は
１点／m2（平面投影面積当たり）以上と
する。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の
標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高
較差平均値＋設計厚さから求まる高さと
の差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗
装施工面積が2,000㎡以上とする。
小規模以下の工事とは、管理結果を施
工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合で、舗装施工面積が2,000㎡未満とす
る。

維持工事においては、平坦性の項目を
省略することが出来る。

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

8 ６ （新規） ６ 半たわみ性舗装工

（表層工）

（面管理の場合）

１

共

通

編

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

8

厚さあるい
は標高較差

１

共

通

編

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

9

１

共

通

編

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

9 ２ （新規）

１ 排水性舗装工

（下層路盤工）

（面管理の場合）

１ （新規）

１．３次元データによる出来形管理にお
いて「地上型レーザースキャナーを用い
た出来形管理要領（舗装工事編）」に
基づき出来形管理を実施する場合、その
他本基準に規定する計測精度・計測密
度を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全
ての点で標高値を算出する。計測密度は
１点／m2（平面投影面積当たり）以上と
する。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の
標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高
較差平均値＋設計厚さから求まる高さと
の差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗
装施工面積が2,000㎡以上とする。
小規模以下の工事とは、管理結果を施
工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合で、舗装施工面積が2,000㎡未満とす
る。

維持工事においては、平坦性の項目を
省略することが出来る。

ICT舗装に対応１

共

通

編

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

9 ２ 排水性舗装工

（上層路盤工）
粒度調整路盤工

（面管理の場合）

１

共

通

編

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

9 ICT舗装に対応
基準高▽

１．３次元データによる出来形管理にお
いて「地上型レーザースキャナーを用い
た出来形管理要領（舗装工事編）」に
基づき出来形管理を実施する場合、その
他本基準に規定する計測精度・計測密
度を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全
ての点で標高値を算出する。計測密度は
１点／m2（平面投影面積当たり）以上と
する。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の
標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高
較差平均値＋設計厚さから求まる高さと
の差とする。この場合、基準高の評価は
省略する。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗
装施工面積が2,000㎡以上とする。
小規模以下の工事とは、管理結果を施
工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合で、舗装施工面積が2,000㎡未満とす
る。

維持工事においては、平坦性の項目を
省略することが出来る。

厚さあるい
は標高較差

6



単位：mm 単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

出来形管理基準

三重県公共工事共通仕様書（平成29年11月一部改正） 新旧対照表 【分冊２】

編 章 節

現 行 一 部 改 正

改正理由
測定項目

規 格 値

測 定 基 準 測 定 箇 所
個々の測定値

（Ｘ）
10個の測定値
の平均(X10)

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)
＊面管理の場
合は平均測定

値の平均

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘 要摘 要 編 章 節 条条 枝番 工 種 工 種 測定項目

規 格 値

枝番

-54 -63 -8 -10

-36 -45 -5 -7

-20 -25 -3 -4

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

9 ３ （新規） ICT舗装に対応厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理にお
いて「地上型レーザースキャナーを用い
た出来形管理要領（舗装工事編）」に
基づき出来形管理を実施する場合、その
他本基準に規定する計測精度・計測密
度を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全
ての点で標高値を算出する。計測密度は
１点／m2（平面投影面積当たり）以上と
する。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の
標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高
較差平均値＋設計厚さから求まる高さと
の差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗
装施工面積が2,000㎡以上とする。
小規模以下の工事とは、管理結果を施
工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合で、舗装施工面積が2,000㎡未満とす
る。

維持工事においては、平坦性の項目を
省略することが出来る。

ICT舗装に対応

ICT舗装に対応

厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理にお
いて「地上型レーザースキャナーを用い
た出来形管理要領（舗装工事編）」に
基づき出来形管理を実施する場合、その
他本基準に規定する計測精度・計測密
度を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全
ての点で標高値を算出する。計測密度は
１点／m2（平面投影面積当たり）以上と
する。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の
標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高
較差平均値＋設計厚さから求まる高さと
の差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗
装施工面積が2,000㎡以上とする。
小規模以下の工事とは、管理結果を施
工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合で、舗装施工面積が2,000㎡未満とす
る。

維持工事においては、平坦性の項目を
省略することが出来る。

１．３次元データによる出来形管理にお
いて「地上型レーザースキャナーを用い
た出来形管理要領（舗装工事編）」に
基づき出来形管理を実施する場合、その
他本基準に規定する計測精度・計測密
度を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全
ての点で標高値を算出する。計測密度は
１点／m2（平面投影面積当たり）以上と
する。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の
標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高
較差平均値＋設計厚さから求まる高さと
の差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗
装施工面積が2,000㎡以上とする。
小規模以下の工事とは、管理結果を施
工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合で、舗装施工面積が2,000㎡未満とす
る。

維持工事においては、平坦性の項目を
省略することが出来る。

１

共

通

編

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

9

３ 排水性舗装工

（上層路盤工）
セメント（石灰）安定
処理工

（面管理の場合）

１

共

通

編

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

9１

共

通

編

７

一

般

舗

装

工

9４ （新規） ４ 排水性舗装工

（加熱アスファルト安
定処理工）

（面管理の場合）

１

共

通

編

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

9 ５ （新規） ５ 排水性舗装工

（基層工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

１

共

通

編

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

9

１

共

通

編

３

一

般

施

工

7



単位：mm 単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

出来形管理基準

三重県公共工事共通仕様書（平成29年11月一部改正） 新旧対照表 【分冊２】

編 章 節

現 行 一 部 改 正

改正理由
測定項目

規 格 値

測 定 基 準 測 定 箇 所
個々の測定値

（Ｘ）
10個の測定値
の平均(X10)

個々の測定値
（Ｘ）

10個の測定値
の平均(X10)
＊面管理の場
合は平均測定

値の平均

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘 要摘 要 編 章 節 条条 枝番 工 種 工 種 測定項目

規 格 値

枝番

-17 -20 -2 -3
１

共

通

編

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

9 ６ （新規） ６ 排水性舗装工

（表層工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

１

共

通

編

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

9

平 坦 性 ―

3mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付き)
(σ)1.75mm以
下

ICT舗装に対応１．３次元データによる出来形管理にお
いて「地上型レーザースキャナーを用い
た出来形管理要領（舗装工事編）」に
基づき出来形管理を実施する場合、その
他本基準に規定する計測精度・計測密
度を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全
ての点で標高値を算出する。計測密度は
１点／m2（平面投影面積当たり）以上と
する。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の
標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高
較差平均値＋設計厚さから求まる高さと
の差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗
装施工面積が2,000㎡以上とする。
小規模以下の工事とは、管理結果を施
工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合で、舗装施工面積が2,000㎡未満とす
る。

維持工事においては、平坦性の項目を
省略することが出来る。

8



単位：mm 単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

ｔ＜
15cm

＋90
－70

ｔ≧
15cm

±90

ｔ＜
15cm

＋90
－70

ｔ≧
15cm

±90

（新規）１

共

通

編

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

10

基準高▽

厚さあるい
は標高較差

１

共

通

編

10

改正理由
測定項目

規 格 値

測 定 基 準 測 定 箇 所

規 格 値

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘 要

現 行 一 部 改 正

条 枝番 工 種 工 種 測定項目

出来形管理基準

三重県公共工事共通仕様書（平成29年11月一部改正） 新旧対照表 【分冊２】

１

共

通

編

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

編 章 節
個々の測定値

（Ｘ）
平均の測定値

(X10)
個々の測定値

（Ｘ）
測定値の平均

中規模
以上

中規模
以上

摘 要 編 章 節 条 枝番

1 （新規） １．３次元データによる出来形管理にお
いて「地上型レーザースキャナーを用い
た出来形管理要領（舗装工事編）」に
基づき出来形管理を実施する場合、その
他本基準に規定する計測精度・計測密
度を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全
ての点で標高値を算出する。計測密度は
１点／m2（平面投影面積当たり）以上と
する。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の
標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高
較差平均値＋設計厚さから求まる高さと
の差とする。

※歩道舗装に適用する。

＋50
－10

＋50
－15

＋50
－10

＋50
－15

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗
装施工面積が2,000㎡以上とする。
小規模以下の工事とは、管理結果を施
工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合で、舗装施工面積が2,000㎡未満とす
る。

維持工事においては、平坦性の項目を
省略することが出来る。

ICT舗装に対応

１

共

通

編

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

10 ２ 透水性舗装工

（表層工）

（面管理の場合）

10 １ 透水性舗装工

（路盤工）

（面管理の場合）

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

２ ICT舗装に対応厚さあるい
は標高較差

-20 -3
１．３次元データによる出来形管理にお
いて「地上型レーザースキャナーを用い
た出来形管理要領（舗装工事編）」に
基づき出来形管理を実施する場合、その
他本基準に規定する計測精度・計測密
度を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全
ての点で標高値を算出する。計測密度は
１点／m2（平面投影面積当たり）以上と
する。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の
標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高
較差平均値＋設計厚さから求まる高さと
の差とする。

※歩道舗装に適用する。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗
装施工面積が2,000㎡以上とする。
小規模以下の工事とは、管理結果を施
工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合で、舗装施工面積が2,000㎡未満とす
る。

維持工事においては、平坦性の項目を
省略することが出来る。

9



単位：mm 単位：mm

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

中規模
以上

小規模
以下

１ （新規）
-36 -45 -5 -7 ICT舗装に対応

２ （新規）
-20 -25 -3 -4 ICT舗装に対応

３ （新規）
-17 -20 -2 -3 ICT舗装に対応

出来形管理基準

三重県公共工事共通仕様書（平成29年11月一部改正） 新旧対照表 【分冊２】

１

共

通

編

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

11

１

共

通

編

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

11

10個の測定値
の平均(X10)

*面管理の場合
は測定値の平

均

現 行

編 章 節 条 枝番 工 種 測定項目

規 格 値

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘 要
個々の測定値

（Ｘ）

１

共

通

編

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

11

改正理由

平 坦 性 ―
3mﾌ ﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ
(σ)2.4mm以下
直読式(足付き)

一 部 改 正

編 章 節 条 枝番 工 種 測定項目

規 格 値

測 定 基 準 測 定 箇 所 摘 要
個々の測定値

（Ｘ）
10個の測定値
の平均(X10)

厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理にお
いて「地上型レーザースキャナーを用い
た出来形管理要領（舗装工事編）」に
基づき出来形管理を実施する場合、その
他本基準に規定する計測精度・計測密
度を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±10mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全
ての点で標高値を算出する。計測密度は
１点／m2（平面投影面積当たり）以上と
する。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の
標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高
較差平均値＋設計厚さから求まる高さと
の差とする。

１

共

通

編

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

11 １ グースアスファルト舗
装工

（加熱アスファルト安
定処理工）

（面管理の場合）

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗
装施工面積が2,000㎡以上とする。
小規模以下の工事とは、管理結果を施
工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合で、舗装施工面積が2,000㎡未満とす
る。

維持工事においては、平坦性の項目を
省略することが出来る。

１

共

通

編

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

11 ２ グースアスファルト舗
装工

（基層工）

（面管理の場合）

厚さあるい
は標高較差

１．３次元データによる出来形管理にお
いて「地上型レーザースキャナーを用い
た出来形管理要領（舗装工事編）」に
基づき出来形管理を実施する場合、その
他本基準に規定する計測精度・計測密
度を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全
ての点で標高値を算出する。計測密度は
１点／m2（平面投影面積当たり）以上と
する。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の
標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高
較差平均値＋設計厚さから求まる高さと
のの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗
装施工面積が2,000㎡以上とする。
小規模以下の工事とは、管理結果を施
工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合で、舗装施工面積が2,000㎡未満とす
る。

維持工事においては、平坦性の項目を
省略することが出来る。

１．３次元データによる出来形管理にお
いて「地上型レーザースキャナーを用い
た出来形管理要領（舗装工事編）」に
基づき出来形管理を実施する場合、その
他本基準に規定する計測精度・計測密
度を満たす計測方法により出来形管理を
実施する場合に適用する。

２．個々の計測値の規格値には計測精
度として±4mmが含まれている。

３．計測は設計幅員の内側全面とし、全
ての点で標高値を算出する。計測密度は
１点／m2（平面投影面積当たり）以上と
する。

４．厚さは、直下層の標高値と当該層の
標高値との差で算出する。

５．厚さを標高較差として評価する場合
は、直下層の目標高さ＋直下層の標高
較差平均値＋設計厚さから求まる高さと
のの差とする。

工事規模の考え方
中規模以上の工事とは、管理図を描い
た上での管理が可能な工事をいい、舗
装施工面積が2,000㎡以上とする。
小規模以下の工事とは、管理結果を施
工管理に反映できる規模の工事をい
い、同一工種の施工が数日連続する場
合で、舗装施工面積が2,000㎡未満とす
る。

維持工事においては、平坦性の項目を
省略することが出来る。

厚さあるい
は標高較差

１

共

通

編

３

一

般

施

工

７

一

般

舗

装

工

11 ３ グースアスファルト舗
装工

（表層工）

（面管理の場合）
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写真管理基準（案） 写真管理基準（案）

〔１～３ 略〕 〔１～３ 略〕

（情報化施工）
４．「ＴＳを用いた出来形管理要領（土工編）」（平成24年3月29日付け国官技第347号、国総公第

85号）による出来形管理を行った場合には、出来形管理写真の撮影頻度及び撮影方法は同要領の
規定による。

（情報化施工）
４．「ＴＳを用いた出来形管理要領（土工編）」（平成24年3月29日付け国官技第347号、国総公第

85号）、「ＴＳ（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（土工編）」、「ＲＴＫ-ＧＮＳＳ
を用いた出来形管理要領（土工編）」、「レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）
」、「空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）」、「無人航空機搭載型
レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）」、「レーザースキャナーを用いた出来形
管理要領（舗装工事編）」、「ＴＳを用いた出来形管理要領（舗装工事編）」による出来形管理
を行った場合には、出来形管理写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか同要領の規定
による。

また、「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛土の締固め管理要領」による品質管理を行った場合には、
品質管理写真の撮影頻度及び撮影方法は、写真管理基準のほか、同要領の規定による。

準拠する要領の
制定等に対応

現 行 一 部 改 正 改正理由

三重県公共工事共通仕様書（平成29年11月一部改正） 新旧対照表 【分冊２】
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撮影項目 撮影頻度〔時期〕 提出頻度 撮影項目 撮影頻度〔時期〕 提出頻度

図面との不一致 図面と現地との不一
致の写真

必要に応じて 不要 工事打合簿に添
付する。

図面との不一致 図面と現地との不一
致の写真

必要に応じて 不要 工事打合簿に添
付する。

〔発生時〕 〔発生時〕

ただし、「空中写真測量（無人
航空機）を用いた出来形管理
要領（土工編）（案）」による場
合は、撮影毎に1回〔発生時〕

ただし、「空中
写真測量（無人
航空機）を用い
た出来形管理
要領（土工編）
（案）」による場
合は、写真測
量に使用した
すべての画像
（ICONフォルダ
に格納）

準拠する
要領の制
定等に対
応

ただし、「レーザースキャナー
を用いた出来形管理要領（土
工編）（案）」による場合は、計
測毎に1回〔発生時〕

ただし、「レー
ザースキャ
ナーを用いた
出来形管理要
領（土工編）
（案）」による場
合は、代表箇
所各１枚

三重県公共工事共通仕様書（平成29年11月一部改正） 新旧対照表 【分冊２】

施工状況

一 部 改 正現 行

改正理由

撮影箇所一覧表

区分
写真管理項目

摘要 区分
写真管理項目

摘要

16



 撮影項目  撮影頻度 [時期] 提出頻度  撮影項目  撮影頻度 [時期] 提出頻度

現場密度の測定 現場密度の測定 路床毎または施工箇所毎
に１回
[試験実施中]
ただし、「ＴＳ・ＧＮＳＳを
用いた盛土の締固め管理
要領」による場合は、写
真管理を省略する

プルーフローリング プルーフローリング
平板載荷試験 平板載荷試験
現場ＣＢＲ試験 現場ＣＢＲ試験
含水比試験 降雨後又は含水比の変化

が認められた場合
[試験実施中]

含水比試験 降雨後または含水比の変
化が認められた場合
[試験実施中]

たわみ量 ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞの不良個所
について実施
[試験実施中]

たわみ量 ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞの不良個所
について実施
[試験実施中]

含水比試験 降雨後又は含水比の変化
が認められた場合
[試験実施中]

含水比試験 降雨後または含水比の変
化が認められた場合
[試験実施中]

現場密度の測定 材質毎に１回
[試験実施中]

各層毎100ｍに１回又は１
施工箇所に１回

〔施工前後〕

材質毎に１回
[試験実施中]
ただし、「ＴＳ・ＧＮＳＳを
用いた盛土の締固め管理
要領」による場合は、写
真管理を省略する

プルーフローリング 工種毎に１回
[試験実施中]

プルーフローリング 工種毎に１回
[試験実施中]

平板載荷試験 平板載荷試験

現場ＣＢＲ試験 現場ＣＢＲ試験

たわみ量 ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞの不良個所
について実施
[試験実施中]

たわみ量 ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞの不良個所
について実施
[試験実施中]

15 補強土壁工 現場密度の測定 土質毎に１回
[試験実施中]

 不要

15 補強土壁工 現場密度の測定 土質毎に１回
[試験実施中]
ただし、「ＴＳ・ＧＮＳＳを
用いた盛土の締固め管理
要領」による場合は、写
真管理を省略する

 不要

11 路床安定処理工11 路床安定処理工

 不要

路床毎に１回
[試験実施中]

三重県公共工事共通仕様書（平成29年11月一部改正） 新旧対照表 【分冊２】

品質管理写真撮影箇所一覧表

現 行 一 部 改 正

改正理由
番号 工種

写 真 管 理 項 目
摘要

 不要

路床毎に１回
[試験実施中]

 不要

準拠する要領の制
定等に対応

写 真 管 理 項 目
摘要 工種番号

12 表層安定処理工
（表層混合処理）

材質毎に１回
[試験実施中]

材質毎に１回
[試験実施中]

 不要

12 表層安定処理工
（表層混合処理）

17



 撮影項目  撮影頻度 [時期] 提出頻度  撮影項目  撮影頻度 [時期] 提出頻度

三重県公共工事共通仕様書（平成29年11月一部改正） 新旧対照表 【分冊２】

品質管理写真撮影箇所一覧表

現 行 一 部 改 正

改正理由
番号 工種

写 真 管 理 項 目
摘要

写 真 管 理 項 目
摘要 工種番号

現場密度の測定 土質毎に１回
[試験実施中]

現場密度の測定 土質毎に１回
[試験実施中]
ただし、「ＴＳ・ＧＮＳＳを
用いた盛土の締固め管理
要領」による場合は、写
真管理を省略する

土の含水比試験 含水比に変化が認められ
た場合
[試験実施中]

土の含水比試験 含水比に変化が認められ
た場合
[試験実施中]

コーン指数の測定 トラフィカビリティが悪い
場合
[試験実施中]

コーン指数の測定 トラフィカビリティが悪い
場合
[試験実施中]

19 砂防土工 現場密度の測定 土質毎に１回
[試験実施中]

 不要

19 砂防土工 現場密度の測定 土質毎に１回
[試験実施中]
ただし、「ＴＳ・ＧＮＳＳを
用いた盛土の締固め管理
要領」による場合は、写
真管理を省略する

 不要

現場密度の測定 土質毎に１回
[試験実施中]

現場密度の測定 土質毎に１回
[試験実施中]
ただし、「ＴＳ・ＧＮＳＳを
用いた盛土の締固め管理
要領」による場合は、写
真管理を省略する

ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 工種毎に１回
[試験実施中]

ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ 工種毎に１回
[試験実施中]

平板載荷試験 平板載荷試験

現場ＣＢＲ試験 現場ＣＢＲ試験

含水比試験 降雨後又は含水比の変化
が認められた場合
[試験実施中]

含水比試験 降雨後又は含水比の変化
が認められた場合
[試験実施中]

コーン指数の測定 トラフィカビリティが悪い
場合
[試験実施中]

コーン指数の測定 トラフィカビリティが悪い
場合
[試験実施中]

たわみ量 ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞの不良個所
について実施
[試験実施中]

たわみ量 ﾌﾟﾙｰﾌﾛｰﾘﾝｸﾞの不良個所
について実施
[試験実施中]

 不要

準拠する要領の制
定等に対応

20

18河川・海岸土工
（施工）

18

20

 不要

土質毎に１回
[試験実施中]

道路土工
（道路、農道、林
道等）
（施工）

 不要

河川・海岸土工
（施工）

土質毎に１回
[試験実施中]

道路土工
（道路、農道、林
道等）
（施工）

 不要

18



撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来
形管理要領（舗装工事
編）」、「レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要
領（舗装工事編）」による
場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来
形管理要領（舗装工事
編）」、「レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要
領（舗装工事編）」による
場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

 代表箇所
各１枚

準拠する
要領の制
定等に対
応

編 章 工 種節 条
写真管理項目

摘 要

アスファルト舗装工
（下層路盤工）

工 種
写真管理項目

摘 要節 条編 章

三重県公共工事共通仕様書（平成29年11月一部改正） 新旧対照表 【分冊２】

現 行

出来形管理写真撮影箇所一覧表
一 部 改 正

改正理由

1
共
通

3
一
般
施
工

7
一
般
舗
装
工

7 1
共
通

3
一
般
施
工

7
一
般
舗
装
工

7アスファルト舗装工
（下層路盤工）

 代表箇所
各１枚

アスファルト舗装工
（上層路盤工（粒度調整路
盤工））

 代表箇所
各１枚

アスファルト舗装工
（上層路盤工（粒度調整路
盤工））

 代表箇所
各１枚
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撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度
編 章 工 種節 条

写真管理項目
摘 要 工 種

写真管理項目
摘 要節 条編 章

三重県公共工事共通仕様書（平成29年11月一部改正） 新旧対照表 【分冊２】

現 行

出来形管理写真撮影箇所一覧表
一 部 改 正

改正理由

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 1,000㎡に１回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写
真不要

厚さ 1,000㎡に１回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写
真不要

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来
形管理要領（舗装工事
編）」、「レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要
領（舗装工事編）」による
場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来
形管理要領（舗装工事
編）」、「レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要
領（舗装工事編）」による
場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

整正状況 400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 400ｍに１回
〔整正後〕

タックコート、
プライムコート

各層毎に１回
〔散布時〕

タックコート、
プライムコート

各層毎に１回
〔散布時〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来
形管理要領（舗装工事
編）」、「レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要
領（舗装工事編）」による
場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

準拠する
要領の制
定等に対
応

 代表箇所
各１枚

アスファルト舗装工
（上層路盤工（セメント（石
灰）安定処理工））

 代表箇所
各１枚

アスファルト舗装工
（基層工）

 代表箇所
各１枚

アスファルト舗装工
（基層工）

 代表箇所
各１枚

アスファルト舗装工
（上層路盤工（セメント（石
灰）安定処理工））

 代表箇所
各１枚

アスファルト舗装工
（加熱アスファルト安定処理
工）

1
共
通

3
一
般
施
工

7
一
般
舗
装
工

7

 代表箇所
各１枚

アスファルト舗装工
（加熱アスファルト安定処理
工）

1
共
通

3
一
般
施
工

7
一
般
舗
装
工

7

20



撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度
編 章 工 種節 条

写真管理項目
摘 要 工 種

写真管理項目
摘 要節 条編 章

三重県公共工事共通仕様書（平成29年11月一部改正） 新旧対照表 【分冊２】

現 行

出来形管理写真撮影箇所一覧表
一 部 改 正

改正理由

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来
形管理要領（舗装工事
編）」、「レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要
領（舗装工事編）」による
場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来
形管理要領（舗装工事
編）」、「レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要
領（舗装工事編）」による
場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

1
共
通

1
共
通

3
一
般
施
工

7
一
般
舗
装
工

8

 代表箇所
各１枚

半たわみ性舗装工
（上層路盤工（粒度調整路
盤工））

 代表箇所
各１枚

半たわみ性舗装工
（下層路盤工）

 代表箇所
各１枚

半たわみ性舗装工
（上層路盤工（粒度調整路
盤工））

7
一
般
舗
装
工

8  代表箇所
各１枚

半たわみ性舗装工
（下層路盤工）

3
一
般
施
工

準拠する
要領の制
定等に対
応

21



撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度
編 章 工 種節 条

写真管理項目
摘 要 工 種

写真管理項目
摘 要節 条編 章

三重県公共工事共通仕様書（平成29年11月一部改正） 新旧対照表 【分冊２】

現 行

出来形管理写真撮影箇所一覧表
一 部 改 正

改正理由

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写
真不要

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写
真不要

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来
形管理要領（舗装工事
編）」、「レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要
領（舗装工事編）」による
場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来
形管理要領（舗装工事
編）」、「レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要
領（舗装工事編）」による
場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

半たわみ性舗装工
（加熱アスファルト安定処理
工）

 代表箇所
各１枚

半たわみ性舗装工
（上層路盤工（セメント（石
灰）安定処理工））

 代表箇所
各１枚

 代表箇所
各１枚

半たわみ性舗装工
（加熱アスファルト安定処理
工）

1
共
通

3
一
般
施
工

7
一
般
舗
装
工

8 半たわみ性舗装工
（上層路盤工（セメント（石
灰）安定処理工））

 代表箇所
各１枚

準拠する
要領の制
定等に対
応

1
共
通

3
一
般
施
工

7
一
般
舗
装
工

8
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撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度
編 章 工 種節 条

写真管理項目
摘 要 工 種

写真管理項目
摘 要節 条編 章

三重県公共工事共通仕様書（平成29年11月一部改正） 新旧対照表 【分冊２】

現 行

出来形管理写真撮影箇所一覧表
一 部 改 正

改正理由

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来
形管理要領（舗装工事
編）」、「レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要
領（舗装工事編）」による
場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来
形管理要領（舗装工事
編）」、「レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要
領（舗装工事編）」による
場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

 代表箇所
各１枚

排水性舗装工
（下層路盤工）

 代表箇所
各１枚

排水性舗装工
（上層路盤工（粒度調整路
盤工））

 代表箇所
各１枚

排水性舗装工
（上層路盤工（粒度調整路
盤工））

排水性舗装工
（下層路盤工）

1
共
通

3
一
般
施
工

7
一
般
舗
装
工

9 1
共
通

3
一
般
施
工

7
一
般
舗
装
工

9 準拠する
要領の制
定等に対
応

 代表箇所
各１枚
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撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度
編 章 工 種節 条

写真管理項目
摘 要 工 種

写真管理項目
摘 要節 条編 章

三重県公共工事共通仕様書（平成29年11月一部改正） 新旧対照表 【分冊２】

現 行

出来形管理写真撮影箇所一覧表
一 部 改 正

改正理由

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写
真不要

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写
真不要

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来
形管理要領（舗装工事
編）」、「レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要
領（舗装工事編）」による
場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来
形管理要領（舗装工事
編）」、「レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要
領（舗装工事編）」による
場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

1
共
通

3
一
般
施
工

7
一
般
舗
装
工

排水性舗装工
（上層路盤工（セメント（石
灰）安定処理工））

 代表箇所
各１枚

排水性舗装工
（加熱アスファルト安定処理
工）

排水性舗装工
（上層路盤工（セメント（石
灰）安定処理工））

排水性舗装工
（加熱アスファルト安定処理
工）

9 1
共
通

3
一
般
施
工

7
一
般
舗
装
工

9  代表箇所
各１枚

 代表箇所
各１枚

 代表箇所
各１枚

準拠する
要領の制
定等に対
応

24



撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度
編 章 工 種節 条

写真管理項目
摘 要 工 種

写真管理項目
摘 要節 条編 章

三重県公共工事共通仕様書（平成29年11月一部改正） 新旧対照表 【分冊２】

現 行

出来形管理写真撮影箇所一覧表
一 部 改 正

改正理由

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来
形管理要領（舗装工事
編）」、「レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要
領（舗装工事編）」による
場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来
形管理要領（舗装工事
編）」、「レーザースキャ
ナーを用いた出来形管理要
領（舗装工事編）」による
場合は各層毎1工事に1回
〔整正後〕

 代表箇所
各１枚

 代表箇所
各１枚

10

グースアスファルト舗装工
（加熱アスファルト安定処理
工）

11

透水性舗装工
（路盤工）

10透水性舗装工
（路盤工）

 代表箇所
各１枚

グースアスファルト舗装工
（加熱アスファルト安定処理
工）

11

 代表箇所
各１枚

準拠する
要領の制
定等に対
応

1
共
通

3
一
般
施
工

7
一
般
舗
装
工

1
共
通

3
一
般
施
工

7
一
般
舗
装
工
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撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度
編 章 工 種節 条

写真管理項目
摘 要 工 種

写真管理項目
摘 要節 条編 章

三重県公共工事共通仕様書（平成29年11月一部改正） 新旧対照表 【分冊２】

現 行

出来形管理写真撮影箇所一覧表
一 部 改 正

改正理由

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来
形管理要領（舗装工事
編）」による場合は各層毎1
工事に1回 〔整正後〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来
形管理要領（舗装工事
編）」による場合は各層毎1
工事に1回 〔整正後〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 1,000㎡に１回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写
真不要

厚さ 1,000㎡に１回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写
真不要

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来
形管理要領（舗装工事
編）」による場合は各層毎1
工事に1回 〔整正後〕

 代表箇所
各１枚

 代表箇所
各１枚

 代表箇所
各１枚

コンクリート舗装工
（下層路盤工）

準拠する
要領の制
定等に対
応

1
共
通

3
一
般
施
工

7
一
般
舗
装
工

12 1
共
通

3
一
般
施
工

7
一
般
舗
装
工

12

コンクリート舗装工
（セメント（石灰・瀝青）安
定処理工）

 代表箇所
各１枚

コンクリート舗装工
（セメント（石灰・瀝青）安
定処理工）

 代表箇所
各１枚

コンクリート舗装工
（粒度調整路盤工）

 代表箇所
各１枚

コンクリート舗装工
（粒度調整路盤工）

コンクリート舗装工
（下層路盤工）
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撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度
編 章 工 種節 条

写真管理項目
摘 要 工 種

写真管理項目
摘 要節 条編 章

三重県公共工事共通仕様書（平成29年11月一部改正） 新旧対照表 【分冊２】

現 行

出来形管理写真撮影箇所一覧表
一 部 改 正

改正理由

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

タックコート、
プライムコート

各層毎に１回
〔散布時〕

タックコート、
プライムコート

各層毎に１回
〔散布時〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来
形管理要領（舗装工事
編）」による場合は各層毎1
工事に1回 〔整正後〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来
形管理要領（舗装工事
編）」による場合は各層毎1
工事に1回 〔整正後〕

コンクリート舗装工
（アスファルト中間層）

 代表箇所
各１枚

コンクリート舗装工
（転圧コンクリート版工(下層
路盤工))

 代表箇所
各１枚

 代表箇所
各１枚

 代表箇所
各１枚

コンクリート舗装工
（アスファルト中間層）

1
共
通

3
一
般
施
工

7
一
般
舗
装
工

12 1
共
通

3
一
般
施
工

7
一
般
舗
装
工

12 準拠する
要領の制
定等に対
応

コンクリート舗装工
（転圧コンクリート版工(下層
路盤工))
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撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度
編 章 工 種節 条

写真管理項目
摘 要 工 種

写真管理項目
摘 要節 条編 章

三重県公共工事共通仕様書（平成29年11月一部改正） 新旧対照表 【分冊２】

現 行

出来形管理写真撮影箇所一覧表
一 部 改 正

改正理由

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来
形管理要領（舗装工事
編）」による場合は各層毎1
工事に1回 〔整正後〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 1,000㎡に１回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写
真不要

厚さ 1,000㎡に１回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写
真不要

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来
形管理要領（舗装工事
編）」による場合は各層毎1
工事に1回 〔整正後〕

 代表箇所
各１枚

コンクリート舗装工
（転圧コンクリート版工(粒度
調整路盤工))

コンクリート舗装工
（転圧コンクリート版工(粒度
調整路盤工))

 代表箇所
各１枚

 代表箇所
各１枚

 代表箇所
各１枚

コンクリート舗装工
（転圧コンクリート版工(セメ
ント（石灰・瀝青）安定処理
工))

準拠する
要領の制
定等に対
応

1
共
通

3
一
般
施
工

7
一
般
舗
装
工

12 1
共
通

3
一
般
施
工

7
一
般
舗
装
工

12

コンクリート舗装工
（転圧コンクリート版工(セメ
ント（石灰・瀝青）安定処理
工))
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撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度
編 章 工 種節 条

写真管理項目
摘 要 工 種

写真管理項目
摘 要節 条編 章

三重県公共工事共通仕様書（平成29年11月一部改正） 新旧対照表 【分冊２】

現 行

出来形管理写真撮影箇所一覧表
一 部 改 正

改正理由

整正状況 400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 400ｍに１回
〔整正後〕

タックコート、
プライムコート

各層毎に１回
〔散布時〕

タックコート、
プライムコート

各層毎に１回
〔散布時〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来
形管理要領（舗装工事
編）」による場合は各層毎1
工事に1回 〔整正後〕

石粉、
ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ

各層毎に１回
〔散布時〕

鉄筋寸法、位
置

80ｍに１回
〔据付後〕

横膨張目地部
ダウェルバー
寸法、位置

1施工箇所に１回
〔据付後〕

縦そり突合せ
目地部・縦そり
ダミー目地部タ
イバー寸法、位
置

80ｍに１回
〔据付後〕

平坦性 １工事に１回
〔実施中〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔型枠据付後〕
〔スリップフォーム工法の場
合は打設前後〕

目地段差 １工事に１回

準拠する
要領の制
定等に対
応

コンクリート舗装工
（連続鉄筋コンクリート舗装
工）

 代表箇所
各１枚

施工実績
が多い連
続鉄筋コ
ンクリー
ト（ス
リップ
フォーム
工法）に
対応

 代表箇所
各１枚

コンクリート舗装工
（転圧コンクリート版工（アス
ファルト中間層））

1
共
通

3
一
般
施
工

7
一
般
舗
装
工

12 1
共
通

3
一
般
施
工

7
一
般
舗
装
工

12 代表箇所
各１枚

コンクリート舗装工
（転圧コンクリート版工（アス
ファルト中間層））
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撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度
編 章 工 種節 条

写真管理項目
摘 要 工 種

写真管理項目
摘 要節 条編 章

三重県公共工事共通仕様書（平成29年11月一部改正） 新旧対照表 【分冊２】

現 行

出来形管理写真撮影箇所一覧表
一 部 改 正

改正理由

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来
形管理要領（舗装工事
編）」による場合は各層毎1
工事に1回 〔整正後〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来
形管理要領（舗装工事
編）」による場合は各層毎1
工事に1回 〔整正後〕

 代表箇所
各１枚

 代表箇所
各１枚

薄層カラー舗装工
（上層路盤工（粒度調整路
盤工））

 代表箇所
各１枚

薄層カラー舗装工
（下層路盤工）

薄層カラー舗装工
（下層路盤工）

 代表箇所
各１枚

薄層カラー舗装工
（上層路盤工（粒度調整路
盤工））

1
共
通

3
一
般
施
工

7
一
般
舗
装
工

13 1
共
通

3
一
般
施
工

7
一
般
舗
装
工

13 準拠する
要領の制
定等に対
応
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撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度
編 章 工 種節 条

写真管理項目
摘 要 工 種

写真管理項目
摘 要節 条編 章

三重県公共工事共通仕様書（平成29年11月一部改正） 新旧対照表 【分冊２】

現 行

出来形管理写真撮影箇所一覧表
一 部 改 正

改正理由

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 1,000㎡に１回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写
真不要

厚さ 1,000㎡に１回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写
真不要

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来
形管理要領（舗装工事
編）」による場合は各層毎1
工事に1回 〔整正後〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来
形管理要領（舗装工事
編）」による場合は各層毎1
工事に1回 〔整正後〕

整正状況 400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 400ｍに１回
〔整正後〕

タックコート、
プライムコート

各層毎に１回
〔散布時〕

タックコート、
プライムコート

各層毎に１回
〔散布時〕

厚さ 1,000㎡に１回
〔整正後〕

厚さ 1,000㎡に１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来
形管理要領（舗装工事
編）」による場合は各層毎1
工事に1回 〔整正後〕

薄層カラー舗装工
（加熱アスファルト安定処理
工）

 代表箇所
各１枚

薄層カラー舗装工
（加熱アスファルト安定処理
工）

薄層カラー舗装工
（上層路盤工（セメント（石
灰）安定処理工））

 代表箇所
各１枚

薄層カラー舗装工
（上層路盤工（セメント（石
灰）安定処理工））

 代表箇所
各１枚

13 1
共
通

3
一
般
施
工

7
一
般
舗
装
工

13

 代表箇所
各１枚

 代表箇所
各１枚

 代表箇所
各１枚

薄層カラー舗装工
（基層工）

薄層カラー舗装工
（基層工）

1
共
通

3
一
般
施
工

7
一
般
舗
装
工
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撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度
編 章 工 種節 条

写真管理項目
摘 要 工 種

写真管理項目
摘 要節 条編 章

三重県公共工事共通仕様書（平成29年11月一部改正） 新旧対照表 【分冊２】

現 行

出来形管理写真撮影箇所一覧表
一 部 改 正

改正理由

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来
形管理要領（舗装工事
編）」による場合は各層毎1
工事に1回 〔整正後〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来
形管理要領（舗装工事
編）」による場合は各層毎1
工事に1回 〔整正後〕

ブロック舗装工
（下層路盤工）

 代表箇所
各１枚

 代表箇所
各１枚

ブロック舗装工
（下層路盤工）

1
共
通

3
一
般
施
工

7
一
般
舗
装
工

14 1
共
通

3
一
般
施
工

7
一
般
舗
装
工

14

 代表箇所
各１枚

ブロック舗装工
（上層路盤工（粒度調整路
盤工））

 代表箇所
各１枚

ブロック舗装工
（上層路盤工（粒度調整路
盤工））

準拠する
要領の制
定等に対
応
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撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度
編 章 工 種節 条

写真管理項目
摘 要 工 種

写真管理項目
摘 要節 条編 章

三重県公共工事共通仕様書（平成29年11月一部改正） 新旧対照表 【分冊２】

現 行

出来形管理写真撮影箇所一覧表
一 部 改 正

改正理由

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写
真不要

厚さ 各層毎200ｍに１回
〔整正後〕
※コアを採取した場合は写
真不要

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来
形管理要領（舗装工事
編）」による場合は各層毎1
工事に1回 〔整正後〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

敷均し厚さ
転圧状況

各層毎400ｍに１回
〔施工中〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

整正状況 各層毎400ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕

幅 各層毎80ｍに１回
〔整正後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来
形管理要領（舗装工事
編）」による場合は各層毎1
工事に1回 〔整正後〕

15 路面切削工 幅
厚さ

１施工箇所に１回
〔施工後〕

 代表箇所
各１枚

15 路面切削工 幅
厚さ（基準高）

１施工箇所に１回
〔施工後〕
ただし、「ＴＳを用いた出来
形管理要領（舗装工事
編）」による場合は1工事に
1回 〔施工後〕

 代表箇所
各１枚

 代表箇所
各１枚

141
共
通

3
一
般
施
工

7
一
般
舗
装
工

1
共
通

3
一
般
施
工

7
一
般
舗
装
工

準拠する
要領の制
定等に対
応

ブロック舗装工（上層路盤工
（セメント（石灰）安定処理
工））

14 代表箇所
各１枚

ブロック舗装工（上層路盤工
（セメント（石灰）安定処理
工））

 代表箇所
各１枚

ブロック舗装工
（加熱アスファルト安定処理
工）

14 代表箇所
各１枚

ブロック舗装工
（加熱アスファルト安定処理
工）
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撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度

土質等の判別 地質が変わる毎に１回
〔掘削中〕

土質等の判別 地質が変わる毎に１回
〔掘削中〕

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔掘削後〕

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔掘削後〕

「ＴＳを用いた出来形管理要
領（土工編）」による
１工事に1回
〔掘削後〕

・出来映えの
撮影
・TSの設置状
況と出来形計
測対象点上の
プリズムの設置
状況がわかるよ
うに撮影

「ＴＳを用いた出来形管理要
領（土工編）」、「ＴＳ（ノ
ンプリズム方式）を用いた出
来形管理要領（土工
編）」、「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを
用いた出来形管理要領（土
工編）」、「レーザース
キャナーを用いた出来形管理
要領（土工編）」、「無人
航空機搭載型レーザース
キャナーを用いた出来形管理
要領（土工編）」による場
合は１工事に1回
〔掘削後〕

・出来映えの
撮影
・TS等の設置
状況と出来形
計測対象点上
のプリズムの設
置状況（プリズ
ムが必要な場
合のみ）がわ
かるように撮影

「空中写真測量（無人航
空機）を用いた出来形管理
要領（土工編）」に基づき
写真測量に用いた全ての画
像を納品する場合には、写
真管理に代えることが出来
る。

三重県公共工事共通仕様書（平成29年11月一部改正） 新旧対照表 【分冊２】

現 行 一 部 改 正

改正理由

出来形管理写真撮影箇所一覧表

節 条 工 種
写真管理項目

摘 要

法長
※右のいずれか
で撮影する。

 代表箇所
各１枚

準拠する
要領の制
定等に対
応

章工 種
写真管理項目

摘 要 編編 章 節 条

掘削工 代表箇所
各１枚

掘削工１
共
通

4
土
工

2

法長
※右のいずれか
で撮影する。

１
共
通
編

3
河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工
等

4
土
工

3
河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工
等

2
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撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度

三重県公共工事共通仕様書（平成29年11月一部改正） 新旧対照表 【分冊２】

現 行 一 部 改 正

改正理由

出来形管理写真撮影箇所一覧表

節 条 工 種
写真管理項目

摘 要章工 種
写真管理項目

摘 要 編編 章 節 条

巻出し厚 200ｍに１回
〔巻出し時〕

巻出し厚 200ｍに１回
〔巻出し時〕

「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛
土の締固め管理要領」にお
ける「締固め層厚分布図」
を提出する場合は写真不要

締固め状況 転圧機械又は地質が変わる
毎に１回
〔締固め時〕

締固め状況 転圧機械又は地質が変わる
毎に１回
〔締固め時〕

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

「ＴＳを用いた出来形管理要
領（土工編）」による
１工事に1回
〔施工後〕

・出来映えの
撮影
・TSの設置状
況と出来形計
測対象点上の
プリズムの設置
状況がわかるよ
うに撮影

「ＴＳを用いた出来形管理要
領（土工編）」、「ＴＳ（ノ
ンプリズム方式）を用いた出
来形管理要領（土工
編）」、「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを
用いた出来形管理要領（土
工編）」、「レーザース
キャナーを用いた出来形管理
要領（土工編）」、「無人
航空機搭載型レーザース
キャナーを用いた出来形管理
要領（土工編）による場合
は１工事に1回
〔施工後〕

・出来映えの
撮影
・TS等の設置
状況と出来形
計測対象点上
のプリズムの設
置状況（プリズ
ムが必要な場
合のみ）がわ
かるように撮影

「空中写真測量（無人航
空機）を用いた出来形管理
要領（土工編）」に基づき
写真測量に用いた全ての画
像を納品する場合には、写
真管理に代えることが出来
る。

準拠する
要領の制
定等に対
応

3
河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工

 代表箇所
各１枚

法長
幅
※右のいずれか
で撮影する。

法長
幅
※右のいずれか
で撮影する。

 代表箇所
各１枚

１
共
通
編

4
土
工

盛土工33
河
川
・
海
岸
・
砂
防
土
工

3１
共
通

4
土
工

盛土工

35



撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度

三重県公共工事共通仕様書（平成29年11月一部改正） 新旧対照表 【分冊２】

現 行 一 部 改 正

改正理由

出来形管理写真撮影箇所一覧表

節 条 工 種
写真管理項目

摘 要章工 種
写真管理項目

摘 要 編編 章 節 条

土質等の判別 地質が変わる毎に１回
〔掘削中〕

土質等の判別 地質が変わる毎に１回
〔掘削中〕

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔掘削後〕

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔掘削後〕

「ＴＳを用いた出来形管理要
領（土工編）」による
１工事に1回
〔掘削後〕

・出来映えの
撮影
・TSの設置状
況と出来形計
測対象点上の
プリズムの設置
状況がわかるよ
うに撮影

「ＴＳを用いた出来形管理要
領（土工編）」、「ＴＳ（ノ
ンプリズム方式）を用いた出
来形管理要領（土工
編）」、「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを
用いた出来形管理要領（土
工編）」、「レーザース
キャナーを用いた出来形管理
要領（土工編）」、「無人
航空機搭載型レーザース
キャナーを用いた出来形管理
要領（土工編）」による場
合は１工事に1回
〔掘削後〕

・出来映えの
撮影
・TS等の設置
状況と出来形
計測対象点上
のプリズムの設
置状況（プリズ
ムが必要な場
合のみ）がわ
かるように撮影

「空中写真測量（無人航
空機）を用いた出来形管理
要領（土工編）」に基づき
写真測量に用いた全ての画
像を納品する場合には、写
真管理に代えることが出来
る。

１
共
通

4
土
工

4
道
路
土
工

2 掘削工

法長
※右のいずれか
で撮影する。

2 代表箇所
各１枚

１
共
通
編

準拠する
要領の制
定等に対
応

4
土
工

4
道
路
土
工

法長
※右のいずれか
で撮影する。

掘削工  代表箇所
各１枚
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撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度 撮影項目 撮影頻度[時期] 提出頻度

三重県公共工事共通仕様書（平成29年11月一部改正） 新旧対照表 【分冊２】

現 行 一 部 改 正

改正理由

出来形管理写真撮影箇所一覧表

節 条 工 種
写真管理項目

摘 要章工 種
写真管理項目

摘 要 編編 章 節 条

巻出し厚 200ｍに１回
〔巻出し時〕

巻出し厚 200ｍに１回
〔巻出し時〕

「ＴＳ・ＧＮＳＳを用いた盛
土の締固め管理要領」にお
ける「締固め層厚分布図」
を提出する場合は写真不要

締固め状況 転圧機械又は地質が変わる
毎に１回
〔締固め時〕

締固め状況 転圧機械又は地質が変わる
毎に１回
〔締固め時〕

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

200ｍ又は１施工箇所に１回
〔施工後〕

「ＴＳを用いた出来形管理要
領（土工編）」による
１工事に1回
〔施工後〕

・出来映えの
撮影
・TSの設置状
況と出来形計
測対象点上の
プリズムの設置
状況がわかるよ
うに撮影

「ＴＳを用いた出来形管理要
領（土工編）」、「ＴＳ（ノ
ンプリズム方式）を用いた出
来形管理要領（土工
編）」、「ＲＴＫ-ＧＮＳＳを
用いた出来形管理要領（土
工編）」、「レーザース
キャナーを用いた出来形管理
要領（土工編）」、「無人
航空機搭載型レーザース
キャナーを用いた出来形管理
要領（土工編）」による場
合は１工事に1回
〔掘削後〕

・出来映えの
撮影
・TS等の設置
状況と出来形
計測対象点上
のプリズムの設
置状況（プリズ
ムが必要な場
合のみ）がわ
かるように撮影

「空中写真測量（無人航
空機）を用いた出来形管理
要領（土工編）」に基づき
写真測量に用いた全ての画
像を納品する場合には、写
真管理に代えることが出来
る。

1
共
通
編

4
土
工

準拠する
要領の制
定等に対
応

１
共
通

4
土
工

路体盛土工
路床盛土工

路体盛土工
路床盛土工

法長
幅
※右のいずれか
で撮影する。

 代表箇所
各１枚

4
道
路
土
工

3
4

法長
幅
※右のいずれか
で撮影する。

4
道
路
土
工

3
4

 代表箇所
各１枚
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